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報告事項（1）

平成30年第4回千葉市議会定例会について

教育総務部総務課

1 会期 11月27日～12月14日

II"_"
| :-'”
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議案質疑

教育末来委員会

代表質問

一般質問

委員長報告、討論、採決

仁

2 提出議案の審議状況

（1）平成30年度千葉市一般会計補正予算（第4号）

【平成30年教委議案第46号】

※（1）については、教育未来員会の審査を経て、 12月14日の本会議において可決

された。

3 議案質疑・代表質問・一般質問

（1）議案質疑（現に議題となっている事件について、議案に係る提案理由説明を受けた後、討議、採

決に入る前に、その疑義を質すために行う発言）

5人から通告があり、 うち5人が教育委員会に関する質疑を行った。

（2）代表質問（議員が会派を代表し、本市の行政全般にわたり、執行部に対し、事務の執行の状況及

び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め、又は疑問を

質す発言）

4会派から通告があり、全てが教育委員会に関する質問を行った。

※主な項目 ・小中学校の普通教室へのエアコン整備について

・加曽利貝塚について

・学校施設長寿命化基本計画の策定及び学校施設と公共施設との複合

化について

・学校におけるいじめへの対応について

・特別な支援が必要な子どもの就学について

・公民館の管理運営について

・教育の質の向上について

・入学準備金の入学前支給につ.いて

・障がい者が住みよいまちづくりについて（市内小中学校における、

障がい者への支援を学ぶ福祉教育、パラスポーッ授業、パラスポー

ッ観戦等を進めるなど、心のバリアフリー推進について）

・子どもの貧困対策について（少子化の解消、子どもの貧困改善に向

・ けて、学校給食費の第3子以降の無償化に取り組むことを求めるが、

見解は）
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・スクールセクハラについて

・教員多忙化について

（3）一般質問（議員個人が、本市の行政全般にわたり、執行部に対し、事務の執行の状況及び将来に

対する方針等について所信を質し、あるいは報告､説明を求め．又は疑問を質す発言）

23人から通告があり、 うち9人が教育委員会に関する質問を行った。

※主な項目 ・教員のメンタルヘルスについて

・学校の防犯体制と地域との連携について

・学校給食について

・水泳指導における民間スイミングスクールの活用について

・小中一貫教育について

・日本語を母国語としない児童・生徒への教育について

・学校の働き方改革について

・会計年度任用職員問題について（正規教員と常勤講師及び非常勤講師

．との格差）

・高原千葉村閉所後の自然教室について

・夜間中学について

‐ ・市立高等学校改革と国際バカロレア課程導入について

・学校用地、公益施設用地の確保について

4請願・陳情の審査

,(1)請願第4号千葉市の教育に関する請願

※教育未来委員会の審査を経て、 12月14日の本会議において、不採択とされた。
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報告事項（2）

｢学校体感デー」の実施報告について

教育総務部企画課

1 趣旨・概要等

‘ より多くの市民等に学校を身近に感じていただくため、小・中学校の授業見学を行う「学校体感デ

ー」を開催した。

椿森中学校

市立千葉高等学校

都賀の台小学校

土気南小学校

』‘錨垂善壷蒄壹

・学校

lO_20 (i)

lO_27 (iz)

ll. 10 (土）

ll_ 10 (J=)

開催日

①H30.

②H30.

③H30.

④H30.

2

麓
3参加者数（延べ人数94人）

市政だよりや旺等で募集を行い、申し込みがあった一般市民が参加した。

平成30年度実績※性別は今年度よりアンケート項目からはずした

【参考】

陸田
40歳代

30歳代
10歳未満

45-6％

28. 1％

19.6％ 他

犀筬~西~年度実詞

1 －

～昨年度との変更点～

変更点①「給食試食会と合同開催」

・小学校2校において、保健体育課主催の

給食試食会と合同で開催した。

変更点②「高等学校で開催」

・これまで小・中学校で開催してきたが、今年度

初めて市立千葉高校で開催した。

変更点③「広報の拡大」

・小学校2校の近隣の幼稚園・保育園へ依頼し

、 保護者へのチラシ配布を行った。
給食試食会の様子

３

学校名 合計_(入） 、。 全体(人） 平均（人/校）

1

2

３

4

椿森中学校

市立千葉高校

都賀の台小学校

土気南小学校

15

20

25

34

94

､～

23.5人

全体数：昨年度比37人増

学按名 合計I心 内i 《人〕 全織人〉 平均I皿馴

1

２

３

4

千域台南中

大査小

遍町中

おゆみ野南小

12

へ八

色｡

9

13

男

女

男

女

男

女

男

女

4

8

9

14

6

３

4

９

57 14.25



4 アンケート及び集計結果 今までより､学校教郡邑ついて知琴とができた

蓋回答

本市の学校教育に対する理解や興味関心に関する

質問に対し、ほとんどの参加者は「とてもそう思う．

そう思う」などの肯定的な回答であった。 、また、

自由記載欄では、イベント内容に対して好意的な意

見が多かった。

とてらそう

思う

44人

54,3％

イベントを知ったきっかけ（複勤同答可）

醒 ﾕ醍 Z邸 3“……… 70％ 8口％
千葉市の学校教育(Pいて興嘩僻心が持てた

市ホームベージ
あまり思わ

ない

5人

62％

市致だより

うSNS

〈ツイツター等》

知り合いから

闘いたく鶴われた》

そう思

41人､チラシ
50.6％

イペン!~に申し込んだ理由（複数回答可）

0．⑥％ 5－0％ 1α畷 1S､0％ ZQD％、 , フ寄啼 .、ョQ歴

教育委艮会が実施するイベントに興味があったから ﾕﾕ人.s･Zﾕﾕ人.s･Z

今どきの授粂に興味･関心があったから ､49氏｡Z3．ユ％

学校絵食に興嘩があったから

今後､子どもが市立雲に通う予定があるから 49K,23.班

校内の雰囲気を感じてみたかったから 5Q人,23.6％
L

I
I

;zﾕ人,9.9"子どもたちの元気な様子を見てみたかったから

-母校だから-母校だから

･卒業生に良い学校だと聞いたか･卒業生に良い学校だと聞いたか
その他 ﾕﾕ人,5蜜2藻

ら

など

I

眉百詑冠周 (主な意見）

･地域の人が学校の現場を参観できるのはとても良いことだと思う。色々な面で理解していただけ

るし、協力も得ることができると思う。

・このような機会を増やしていくことは、子どもたちの進路選びにもとてもよいと思う。

･今時の授業の内容には驚いた。生徒もみんな礼儀正しく、素晴らしかった。

･教員や生徒と､､直接話が出来る場があればさらによかったように思われる。

･大型テレビ画面を使用する授業に、時代の変化を感じた。

･私達が小学校のころと比べて、違いに驚いた。みんなの前で自ら発表したりする学習は子どもの

発展に良い影響を与えると思う。パワーポイントを使った授業も、社会の役に立つと思う。

･安心して来年子どもを小学校へ送り出せると感じた。
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報告事項（3）

平成30年度研究指定校研究報告会について

学校教育部教育指導課

本年度開催の教育委員会研究指定校の研究報告会の報告

l 目的

今日的教育課題の解明ならびに千葉市学校教育の課題解明を図るため、指定された課

題や各学校が設定する研究主題の調査・研究にあたり、その成果をもって本市教育の向

上に資する。

2研究報告会

５

開催

月日
学校名 研究報告

参加

人数

10/30

(火）

さつきが丘中学校

<保健体育＞

【研究教科等】

保健体育

【主題】自ら学び、 自ら考える力を育成する保健体育学習の在り方

～生徒が生き生きと活動できる場面の工夫～

保健体育において、･ICTの活用やトレーニング体操の導入等の

教材・教具を工夫し、グループ学習を積極的に取り入れた指導を行

い、自ら学び、自ら考える力を育成するための効果的な学習の在り

方を研究した。生徒は仲間と豊かに関わり合う活動を重視した授業

を経験することで、課題をつかむ力や学習を振り返る習慣が身に付

き、コミュニケーション力や「自ら学ぶ力」の向上が見られた。

68人

ll/16

(金）

磯辺小学校

<学習指導＞

【研究教科等】

算数科

【主題】自ら学びに向かい問い続ける子の育成

～算数科における深い学びをめざして～

算数科における思考の可視化や、比較・関連づけによる発問の工

夫を行い、児童同士の話合いの場に生かすことにより、児童が互い

の考えを伝え合う主体的・対話的な学びを高めることができた。ま

た、学習の見通しを持たせた授業展開を行うことにより、児童の数

学的な見方・考え方を働かせた深い学びにつなげることができた。

139人

1l/22

(木）

小中台南小学校

<学習指導＞

外国語教育の充実

【研究教科等】

外国語活動．

外国語科

【主題】「思いを伝え合う」子どもの育成

～英語によるコミュニケーション活動を通して～

外国語の音声やリズム等に楽しく慣れ親しませ、相手・他者意識

や目的意識を持ったコミュニケーション活動の工夫をすることで，

積極的に英語で自分の思いを伝え合う意欲をもった子どもを育て

ることができた。カリキュラムの工夫や、全教職員で取り組む研究

体制を構築したことにより、教員の外国語指導力が向上し、「チー

ム学校」としての結束力を深めることができた。

280人

11/28

(水）

小谷小学校

<道徳＞

【研究教科等】

道徳

【主題】主体的に考え、心豊かに学び合う子の育成

～多様な考えを交流させる道徳科の授業を通して～

｢考え、議論する」道徳科の指導方法、授業展開、振り返りの工

夫を行うことにより、 自分や相手の気持ちを考えた発言や話を聞く

姿勢が育ち、主体的に考え、心豊かに学び合う児童の育成につなげ

ることができた。児童が道徳科で学んだことを、他の学校教育活動

の実践に生かしている場面が多く見られるようになった。

162人
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１

１

幸町第三小学校

幸町第二中学校

<教育課題＞

小・中一貫教育

【研究教科等】

全教科

【主題】確かな学力と豊かな人間性を育む小中一貫教育の推進

～9年間を見通した計画的・継続的な教育活動の工夫～

｢9年間を見通した継続的な教育活動」に焦点を当て、「確かな

学力jを身に付け．「豊かな人間性」．を育む取組を研究の柱として、

9年間を見通した家庭学習への取組、 ノートの書き方、授業の進め

方など学習のルールの統一を行った。また、校種、学年を越えた交

流活動は、 自己肯定感の高揚につながり、小学生は中学生への憧れ

や中学校生活への期待感が高まった。

129人

７
Ｊ

／
金

２
く

１ 本町小学校

<教育課題＞

【研究教科等】

理科・生活科.

【主題】生活や社会とのつながりを大切にし、学びを深める理科．

生活科学習

理科・生活科の学習内容を自然や日常生活の中の現象と関連づけ

て指導することで、児童が自ら問題を見出し、解決に向けた活動を

行う力を育成し、学習に対する深い理解につなげる研究を行ってい

る。遊びやものづくり、表現活動の工夫、千葉市科学館などの地域

施設との連携により、子供が目を輝かせて熱心に取り組む姿が見ら

れた･（研究指定1年目での研究報告会）

185人



議案第48号

行事の共催及び後援に関する規程の一部改正について

行事の共催及び後援に関する規程の一部を次のとおり改正する

ものとする。

平成30年12月19日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市教育委員会訓令（甲）第号

教育委員会事務局及び各教育機関

行事の共催及び後援に関する規程（昭和52年千葉市教育委員

会訓令第3号）の一部を次のように改正する。

第3条第2項第3号の次に次の1号を加える。

（4）前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるも

の

第4条第2項中「文書」 を「共催（後援）承認（不承認）通知

書（様式第2号）」に改める。

第5条中「実績報告書（様式第2号）」を「実績報告書（様式

第3号）」に改める。

様式第1号及び様式第2号を次のように改める。

様式第1号

共催 （後援）承認申諦番

年 月 ド 日

(あて先)千莱市教育委員会

住所又は所在地

団 体 名

氏名又は代表者氏名

連絡先趣話番号

連絡先近子メールアドレス

＠

下記の行事の共催(後援)を承認され,るよう巾講します。

や
回し

７



1 行事の名称

2主惟者・後援考名

3行事の趣旨

4場所・日程

5参加予定者数及び参加の方式

6ポスター・広告・武状等

7収支予算

（収入の部）

(支出の部）

8

科 目 金 額 摘 要

合 計

科 目 金 額 摘 要 ’

合 計



様式第2号

共催（後援）承偲（不承龍）通知番

年 月 ． 日付申舗のあった件について､承認（不承認)と決定しましたので、

通知しまず‐も

年 月 日

操

千莱市敦育委貝会

記

承認（不承認）行靴玲1

開催日時2

開催場所3

が

(後援）承認行率の留意事項（承認の場合）

公共性のある行事であること。（広く市民｛

営利事業を行わないこと。

政治活動を行わないこと。

宗教活勤を行わないこと。

(広く市民に

共催

（1）

（2）

（3）

(4）

4

普及・還元する事業）

不承認の理由（不承認の場合）5

※共催（後援）内容は、千莱市教育委員会の名義使用に限る。

様式第2号の次に次の1様式を加える。

§

9



様式第3号

後援行：蛎実戦報告杏

年 月 日

(あて先)千乗市教育委貝会

住所又は所在地

団 体 名

氏名又は代表者氏名

連絡先葹話番号

連結先近子メールアドレス

＠

後援行事が終了しましたので下記のとおり報告します。

記

称
濯
要

名
日
概
算

の
・
の
決
ｊ

癖
錆
癖
唾
癖Ⅸ

１
２
３
４
０
」

ユ0

科 目 金 額 摘 要

「

合 計



(支出の部）

附則

この訓令は、公布の日からから施行する。

この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式により調製さ

１
２

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

11

科 目 金 額 摘 要

合 計



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

申請書等の自署及び押印の見直しに伴う所要の改正を行うほか、規定

の整備を図るため、 訓令の一 部を改正しようとするものであります。

【
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議案第49号

千葉市図書館管理規則の一部改正について

千葉市図書館管理規則の一部を改正する規則を次のとおり制定

するものとする。

平成30年12月19日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市教育委員会規則第 号

千葉市図書館管理規則の一部を改正する規則

千葉市図書館管理規則（昭和47年千葉市教育委員会規則第7

号）の一部を次のように改正する。

第4条第1項第1号中「午後5時30分まで｡」を「午後5時3

0分まで」に改め、 同項第2号中「午後5時15分まで。」 を「午

後5時15分まで」 に改める。

第5条第1項第1号中「休日でない日。」を「休日でない日」に

改め、 同条第2項第4号中「翌日。｣．を「翌日」に改め、同条第3

項第2号中「休日でない日。」 を「休日でない日」に改める。

第15条中「図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間経過後

なお図書館資料を返却しない」を「利用者が次の各号のいずれか

に該当する」に改め、同条に次の3号を加える。

(1)貸出期間経過後なお図書館資料を返却しないとき

（2）第7条の規定において、相当の期間経過後も賠償しないと

き

（3） この規則に違反したとき、又は不正な行為をしたとき

第23条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項

を第3項とし、 同条第1項中「寄贈し、又は寄託しようとするも

のは、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第4号）を提出し、承認

を受けるものとする。」を「寄贈しようとするものは、 図書館資料

寄贈申込書（様式第4号）を、寄託しようとするものは、 図書館

資料寄託申込害（様式第5号） を提出するものとする。」に改め、

同項を同条第2項とし、 同条に第1項として次の1項を加える。

図書館は図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

司句

」｡



様式第1号を次のように改める。

様式第1号

●利用申込書 口新規口変更口再発行
口市内居住者口市外居住者（口在勤口在学

口更新

□その他）

申込日 年 月 日

※注意メールアドレスをお持ちの方は、パスワードを申請した上で、館内利用者用端

末機又は、図書館ホームページから入力してください。

●パスワード申請 □する □しない

14

フリガナ 禾I 沼 ： ‘ 番 号

氏 名 0

うまれたひ

生年月日 年 月 日

性別

口男 口女

灌 垪

(〒 ）

電 話 自宅 ｜携帯
FA｡ X

住所の確認 口身分証明書口運転免許証口保険証□その他

市外居住者で、該当する方はご記入く'ださい。

千葉市内に

在勤・在学の

方

口勤務先口学校名

所在地千葉市 区

電話

学生で帰省先

のある方

住所〒 ．

電話

希望する連絡方法(1つだけゾ印をつけてください）

電話（口自宅口携帯） ロメールロFAX



’
F

様式第4号を次のように改める。

様式第4号

図書館資料寄贈申込書

年 月 日

(あて先）千葉市長

住所

氏名

電話

メールアドレス

』

千葉市図書館に資料を寄贈したいので、次のとおり申し込みます。

なお、資料の取扱いについては、下記の事項を了解したうえで、千葉市図書館に一任

します。

[留意事項］

図書館資料の寄贈にあたっては、次のとおり取扱いをさせていただきます。

l 千葉市図書館全体の蔵書構成などの観点から選定のうえ、蔵書としての受入れの

可否を決定します。

2寄贈資料について、蔵書として受入れない場合、他の公共施設や市民等への配布に

よる活用を図りますが、やむを得ず廃棄する場合もあります。なお、返却はいたしま

せん。

3寄贈資料の受入れの可否の結果及び所在調査のお問い合わせ、礼状の送付などにつ

いては対応いたしません。

15

資料名 ， 著者名 出版社名 備考

1

2

3

4

５



様式第4号の次に次の1様式を加える。

様式第5号

図書館資料寄託申込書

年 月 日

(あて先）千葉市長

住所

氏名

電話

メールアドレス

千葉市図書館に資料を寄託したいので、次のとおり申し込みます。

l 資料名

2期間

3寄託の条件

年
有

年 月 日

(どちらかに丸印をつけてください）

月 日
笠
へ

(条件が「有」の場合は、具体的に記入してください｡）

附則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

ユ6

資料名 著者名 出版社名 備考

1

2

３

4

５



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

図書館において、 利用者が図書館の指定する期間内に賠償をしない場

合の貸出停止等の対応及び寄贈本の寄贈後の資料の取り扱いについての

明記など、所要の改正を行うほか、規定の整備を図るため、規則の一部

を改正しようとするものであります。

1ワ
ュノ



平成30年12月19日

平成30年千葉市教育委員会会議第12回定例会

[参考資料］

議案第48号関係 ・‐ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
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議案第48号関係参考資料

行事の共催及び後援に関する規程の一部改正について（議案第48号）

教育総務部総務課

1 改正の趣旨

申請書等の押印見直しに伴う所要の改正を行うほか、規定の整備を図るため、改正を行う

もの。

2 改正の概要

（1）申請書への押印及び自署について

現在、法人の場合は記名押印を求めており、法人以外でも自署又は押印を求めているが、

市民の負担軽減を図るため、必要事項が記載してあれば、押印及び自署のいずれも求めな

いこととする。

（2）様式の新設

教育委員会からの承認・不承認の通知書について、新たに様式を定める。

（3）共催又は後援しない行事の包括条項について

共催又は後援の承認の基準について、包括条項を設ける。

3 施行日

公布の日から施行する。

1



議案第48号関係参考資料

新旧対照表

(行事の共催及び後援に関する規程の一部改正）

脚

改正前 改正後

第1条～第2条略

第3条委員会は、国の機関、地方公共団体その他の公共性のある団体又は

委員会が特に認める者が行う行事のうち、千葉市の教育施策の推進上有益

であると認められるものについて、共催又は後援をすることができる。

2前項の規定にかかわらず､次の各号の一に該当すると認められる行事に

ついては、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

（2） 政治的目的を有するもの

（3） 宗教的目的を有するもの

第4条委員会の共催又は後援を申請しようとする者は､共催(後援)承認申

請書(様式第1号)を行事の開催日の14日前までに委員会に提出しなけれ・

ばならない。

2委員会は、前項の申請害を受けたときは、速やかに承認するかどうかを

X萱で通知するものとする。

第5条委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対

し、実績報告書(様式第2号)の提出を求めることができる。

第1条～第2条略

第3条委員会は、国の機関、地方公共団体その他の公共性のある団体又は

委員会が特に認める者が行う行事のうち、千葉市の教育施策の推進上有益

であると認められるものについて、共催又は後援をすることができる。

2前項の規定にかかわらず､次の各号の一に該当すると認められる行事に

ついては、共催又は後援をしないものとする。

（1） 営利を目的とするもの

（2） 政治的目的を有するもの

（3） 宗教的目的を有するもの

（4） 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるもの

第4条委員会の共催又は後援を申請しようとする者は､共催(後援)承認申

請書(様式第1号）を行事の開催日の14日前までに委員会に提出しなけ

ればならない｡

2委員会は、前項の申請書を受けたときは、速やかに承認するかどうかを

共催（後援）承認（不承認）通知書（様式第2号）で通知するものとする。

第5条委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対

し、実績報告書(様式第3号)_の提出を求めることができる。



新旧対照表（行事の共催及び後援に関する規程の一部改正）

い

様式第1号

槌式第1号

共陥 （後掴）承認 IIT 諭香

(あて先)千紫市教符婁瓜会

申諭将

住所又は所在地

年 月 日

邸又“黙，f鞍者一 鱗)

(”迄人の焔舎ば、疵名癩1してください．

惟人以外でも、本人(代狽行)が竿魯きしない禍含は‘

舵宅押印してくだきbL

連絡先紅胎番丹

連絡先メールフロドレス

下記の行事の共艦(後援)を承縄されるよう申諭します．

1行事の名称

2主俄者・後扱者名

3行事の趣旨

4場所・日狸

5参加予定者数及び参加の方式

6 ポスター・広告・賞状等

7収支予算

記

＠

様式第1号

嫌式鰯1号

共似（後恨）承阻申別笹

(あて先)千葉応教商凄貝会

年 月 日

住所又は所在地〒 一

団体名

氏名又は代溌者氏名

連絡先趣鰭番号 一 一

述紺先蹴子メールアドレス

下記の行泰の共仙(掻扱)を承認されるよう中協しま-ｹ．

名考扱
称
後
閻
狸

名
・
趣
日

の
老
の
。

率
悩
事
所

行
主
行
栂

１
２
３
４

5参加予定者散及び参加の方式

6ボスクー･広告･寅状卸

7収支予算

（収入の部）

記

＠

錘 巳 金 頼 脳雪 函

今 曾↓



新旧対照表（行事の共催及び後援に関する規程の一部改正）

心

一
一

一
一
三
一
三
胆

一
一

逗
坐

一 二

狸
錘

》

一

一

堂

壁

》

巨
万２第式様

〈支出の部）

様式第2号

椴式第2号

共怖（後栂）承泌（不永認）通知審

年 月 日付申舗のあった件について､承認（不承認）

通知します．

年 月 日

繊

干紫市敏育参例会

運

荘1 画 金 輌 輔 醸

会 曾卜



新旧対照表（行事の共催及び後援に関する規程の一部改正）

印

1 行郡の名称

2行事の場所・日時

3 事窯の概要

4 収支決騨

(新設）

1 承認(不承寵)行事名

2 開伽日時

3 開伽場所

4共伽（後掴）承泌行嚇の關意郡項（承認の場合）

（1）公共性のある行事であること。（広く市民に瞥及・還元する率案）

（2）営利事業を行わないこと。

（3）政治活動を行わないこと。

（4）宗穀活動を行わないこと偽

5不承潔の理由（不承認の場合）

※共椛（彼授）内容は、千蕊市教育委倒会の名錐使用に眼る。

様式第3号

様式鏡3辞

後柵行率爽緬栩僻啓

． 年 月 日

〈あて先)千紫市敬育審伽会

住所又は所在地

剛 体 名

氏名又は代表者氏名

連絡先飛話番号 一 一

巡絡先触子メールアドレス

＠

後槻行砺が終丁しましたので下肥のとおり帆告し宏十鋪

起



新旧対照表（行事の共催及び後援に関する規程の一部改正）

｡

1 行事の名称

2場所・日縄

3率業の概要

4収支決駆

（収入の郁）

（支出の郷）

｜ 今 鼎卜 ｜ ’

且 圃 今 如 猫 麗〔

灸 ヨト

露 臼 全 輝 焔 對駐



新旧対照表（行事の共催及び後援に関する規程の一部改正）

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。 ‘

この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

１
２

』



8



議案第49号関係参考資料

千葉市図書館管理規則の一部改正について（議案第49号）

生涯学習部中央図書館管理課

生涯学習部中央図書館情報資料課

1 改正の趣旨

図書館において､利用者が図書館の指定する期間内に賠償をしない場合の貸出停止等

の対応及び寄贈本の寄贈後の資料の取り扱いについての明記など､所要の改正を行うほ

か、規定の整備を図るために千葉市図書館管理規則の一部改正を行うもの。

2改正の内容

（1）貸出しの停止について

図書館資料を亡失､汚損､破損した利用者が､賠償をしない事例があることから、

図書館の指定する期間内に賠償をしない場合､貸出期間経過後も返却をしない利用

者と同様に貸出しの停止､または登録の取り消しができるよう､所要の改正を行う。

（2）寄贈及び寄託について

千葉市では年間2万冊以上の寄贈本を受け入れているが、現在は受け入れの際、

口頭で寄贈申し込み後の取り扱い方法を説明し、他の公共施設への譲渡や廃棄を含

む処理について図書館に一任してもらっている。

寄贈者に確実に了解をいただいたうえで図書館の蔵書以外の有効利用を図れる

ようにするため、寄贈・寄託の申込書を分離し、寄贈申込書には今まで口頭で説明

していた寄贈申込後の資料の取り扱いについての了解事項を明記するなど､所要の

改正を行う。

（3）様式第1号の修正について

平成31年5月1 日に予定される天皇の即位による元号変更に対応するため、

様式中、生年月日欄の元号等の選択区分表記を削除する。

3施行年月日

平成31年4月1日

4参考

購入本・寄贈本の推移、弁償手続き中の資料数について（別紙1参照）

９



別紙1

1購入本､寄贈本の推移

単位:冊

尭館図書室の一般書

※平成28年度は､みずほハスの花図書館の蔵書20,OOO冊を含む

2寄託について
受け入れなし

3弁償手続き中の資料数について
単位二冊

※4月～10月

紛失､水濡れ､破損､汚損などの理由で本人から弁償の申し出後､弁償の手続きがされていない冊数。

10

購入 寄贈
購入

一般 児童 郷土

寄贈

一般 児童 郷土

平成25年度 38,267 26,301 28,384 9，314 569 20，183 2,790 3,328

平成26年度 37,249 24,833 26,880 9,848 521 18，284 3,074 3,475

平成27年度 38,294 22,205 26,568 11，230 496 16，210 2,833 3,162

平成28年度 54,452 21,793 40,788 13，235 429 15，981 2，911 2,901

平成29年度 34,529 19,257 24,483 9.568 478 13,589 2,689 2,979

平成26年度 33

平成27年度 36

平成28年度 22

平成29年度 19

平成30年度 40



第49号関係参考資料 新旧対照表（千葉市図書館管理規則の一部改正）

Ｈ
骨

改正前 改正後

目次略

第1条～第3条略

(開館日）

第4条図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、千葉市教育委員

会（以下「委員会」という。）が図書館の管理上必要があると認めるときは、

臨時に開館時間を変更し､又は開館時間以外の時間に開館することができる。

（1）中央図書館（みずほハスの花図書館を除く。 ） 午前9時30分から

午後9時まで。ただし、土曜日、 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）第3条に規定する休日（以下「休日｣.という。）

にあっては、午前9時30分から1息後5時30分まで。

．（2）前号以外の図書館午前9時から午後5時15分まで。

(休館日）

第5条図書館（分館を除く｡）の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最

も近い休日でない日｡）

（2）～（4） 略

2 みずほハスの花図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1)～(3) 略

（4） 図書整理日(毎月第3木曜日。ただし､その日が休日に当たるときは、

その日の翌日。 ）

(5） 略

目次略

第1条～第3条略

(開館日）

第4条図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、千葉市教育委員

会（以下「委員会」という。）が図書館の管理上必要があると認めるときは、

臨時に開館時間を変更し､又は開館時間以外の時間に開館することができる。

(1)中央図書館（みずほハスの花図書館を除く。 ） 午前9時30分から

午後9時まで。ただし、土曜日、 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）第3条に規定する休日（以下「休日」という。）

にあっては、午前9時30分からff後5時3()分まで-‐

（2）前号以外の図書館午前

(休館日）

9時から午後5時 1 5分まで

第5条図書館（分館を除く｡）の休館日は、次のとおりとする。

（1） 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最

も近い休日でない日 ）

（2）～（4） 略

2みずほハスの花図書館の休館日は、次のとおりとする。

（1）～（3） 略

（4） 図書整理日(毎月第3木曜日。ただし､その日が休日に当たるときは、

その日の翌日 ）

′P,
略（Oノ
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惇
岬

Oか9 しま／、／､Uノイヒ凶音且日とﾒ､プトリノフ丁艮日Uﾉ1小艮日ロヤよ、公Vノニ4つりこ9つ。

(1)略

（2）月曜日 （その日が祝日に当たるときには、その日後においてその日に

最も近い佐日でないH･）

（3）～（6） 略

4略

第6条～第14条略

(貸出しの停止）

第15条委員会は、図書館資料の貸出しを受けた者が貸出期間経過後なお

図書館資料を返却しないときは、一定の期間図書館資料の貸出しを停止し、

又はその登録を取り消すことができる。

第16条～第22条略

(寄贈及び寄託）

第23条

図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとするものは、図書館資

料寄期・寄託申込譜(様式流4号)を提出し、承認を受けるものとする。

且図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈し、又は寄託するもの

の負担とする。ただし、特に必要があると認められるときは、 この限りで

ない。
『

3 みずほハスの花図書館以外の分館の休館日は、次のとおりとする。

（1）略

（2）月曜日 （その日が祝日に当たるときには、その日後においてその日に

最も近い体1ﾖでないIWI )
（3）～（6） 略

4略

第6条～第14条略

(貸出しの停止）

第15条委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する

ときは､一定の期間図書館資料の貸出しを停止し、

又はその登録を取り消すことができる。

（1）貸出期間経過後なお図書館資料を返却しないとき

（2）第7条の規定において、 相当の期間経過後も賠償しないとき

（3） この規則に違反したとき、又は不正な行為をしたとき

第16条～第22条略

(寄贈及び寄託）

第23条図書館はIXI誇館資料の寄暇又は寄託を受けることができる｡

且図書館に図書館資料を寄贈 しようとするものは、図書館資

料寄州申込書（様式第4号）を、寄託しようとするものは、 図苦館資料奇

託申込書（様式第5号）を提出するものとする。

且図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈し、又は寄託するもの

の負担とする。ただし、特に必要があると認められるときは、 この限りで

ない。



新旧対照表（千葉市図書館管理規則の一部改正）

‐
偉
い

且寄託された図書館資料の取扱いは、市の所有する図書館資料の取扱いの

例による。

坐市は､寄託された図番館資料がやむを得ない事由により亡失し、汚損し、

又は破損したときは、その資を負わない。

第24条～第29条略

様式流1号

＆式扇ユサ

●利用申込 書 口断娩ﾛ盛買口再発行ﾛ叉瞬
口巾内居住呑口術外居佐肴（ロ在助ロ在学ロその他）

m:入口璽常 正 目 ロ

誘亨一扇

腰需湾露語
感匝■メールアドレス皆靭円らの方は、パスリードを申面した上で、面内利用廿川岨

太撞又Iﾕ､露■脇本一ムページから入力してく罠さい。

●パスワード卯爾 口する □しない

ｱリガナ I ’ 利用利用 者番号

氏 名 ’ ’01 1 1 ］
うまれたひ

生年ハ日

、明萌、大正、明和、平成、問軒､皿

平 月 日

｜ 性別

口男ロ女

鷲勝

（7 － 1

電 話 自宅 ｜揖貯

FAX

夢･癖煽|…雫蕊耐 〆方
｜、鰍

学生で帰省光
のある方

4寄託された図書館資料の取扱いは、市の所有する図書館資料の取扱いの
一
【
、
’

例による。

市は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により亡失し、汚損し、

又は破損したときは、その責を負わない。

第24条～第29条略

様式第1号

巴郵1号

●科用申込 杏
ロ 爾内思住者

ロ駈規n才芝ロ再発f7 p更所
口吋『外居住者（□在n口在学□その値）

申込日 年 月 日

隔需諏両〒一恵1

霞悪評雪雲詞
邸捻汀 メ－んアドレスtお持ちの方Iﾕ､パスワードを中、した上で、回向利用■用画

尋又肱.国己回ホームページから入力して<営さい．

●パ‘スワード巾舗 口する □しない

フリガナ I 隼1 用稀番号

氏 名 ’ ］
う虫れとひ

生年J1日 年 月 ロ

性別

ロ男ロ女

智 併

『甲 ）､ロ

冠 誌 n宅 晩怖

F AX

千乗剛内に
在勧･在学の
方

□、臆尭、学唖堀

"f在地千集1W 匿

電制



策式第2号～様式第3号略

腱式第4号

(あて先）千葉市長

図書館資料寄贈・寄託申込書

住所

氏名

F記の図番館資料を寄贈・寄託したいので、

過逃

承認願います。

年月 日

季f〒所 煙壁 麩坦上 備考

様式第2号～様式第3号略

様式第4号

(あて先）千葉市長

図書館資料寄贈 申込書

師
酩
嚇
一

メールアドレス

千葉市図番館に責料を寄贈 したいので、

1÷－0＝

しま9．

I留意事項1

次の卜おり申しう入み主

年月 日

一ｲｰ

ﾘ。

備考

図書館審料の寄剛IJPあ夫.ぅT~l士次【7)た土:nIIV稲い牟六･けマーいた洋髪主-.-

童且堂 著者堵 州術*|･必

１
－

２
’

３
－

４
－

Ｆ
ｏ
ｌ
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」
、

様式第5－号（新設）

ヤ

を決定します。 ‐

且寄贈資料について､蔵帯として受入れない場合､他の公共施識や111民畔への配布によ

1寄贈

ては対応いたしません。

霞式第5号

(あて先）千蕊市長

図譜館資料寄託申込譜

唾
睡

ル

麺
左 アドレス

F葉市図書館に資料を寄託したいので、次のとおり申し込みます。

： 寅料名

’
’

１
－
－
２
’
’

３
－

珂

生且且

｜ ’ ｜ ’

資料希 装署編， Ⅱ{肺汁晶 MMr



に 新旧対照表（千葉市図書寵管理規則の一部敵

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

胃

の

皇’ ｜ ｜ ’ ’
』皿固

1寄託の条件

年 メI I:1～ 年 〃 11

有 無（どちらかに丸印をつけてください）

（条件が「有」の場合は、具体的に記入してください｡）

幽幽

この銅MIII7t.平成31年4R1Rか'ﾇ〕旅行する~
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傍聴席(10席） 報道関係(3席）

’

総務課

課長補佐

総務課

総括主幹

学校教育
部長

生涯学習

部長

教育総務

部長
教育次長

総務課長 学事課長
生涯学習

振興課長
情報資料

課長

中央図書

館長

企画課長
教育指導

課長

教育セン
ター所長

管理課長

教育職員

課長

教育職員

課教職員

担当課長

教育支援

課長

養護教育
センター

所長

文化財

課長

学校施設
課長

保健体育
課長

総務班

主査

総務班.， 総務班


